
昭
和
二
十
年
運
輸
省
令
第
四
十
号

昭
和
二
十
年
運
輸
省
令
第
四
十
号
（
航
海
ノ
制
限
等
ニ
関
ス
ル
件
）

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
ノ
受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
関
ス
ル
件
ニ
基
ク
航
海
ノ
制
限
等
ニ
関
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

第
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
ハ
国
際
間
ノ
紛
争
ニ
際
シ
日
本
船
舶
ノ
安
全
ヲ
保
持
ス
ル
タ
メ
其
ノ
他
緊
急
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
航
路
又
ハ
区
域
ヲ
指
定
シ
テ
日
本
ト
日
本
以
外
ノ
地
域
ト
ノ
間
又
ハ
日
本
以
外
ノ
地
域
相
互
間
ニ

於
ケ
ル
航
海
ヲ
制
限
シ
又
ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
削
除

第
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
ハ
船
舶
ノ
安
全
ヲ
保
持
ス
ル
タ
メ
船
長
又
ハ
船
舶
所
有
者
若
ハ
運
航
業
者
ニ
対
シ
船
舶
ノ
出
入
港
ノ
手
続
又
ハ
旗
旒
ノ
掲
揚
ニ
関
シ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
四
条
及
第
四
条
ノ
二
　
削
除

第
四
条
ノ
三
　
海
域
ニ
ア
ル
爆
薬
兵
器
若
ハ
弾
薬
又
ハ
其
ノ
部
分
品
（
以
下
爆
発
物
件
等
ト
謂
フ
）
ハ
海
上
保
安
庁
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
引
揚
ゲ
又
ハ
解
撤
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

海
上
保
安
庁
長
官
ハ
前
項
ノ
許
可
ノ
申
請
ガ
当
該
爆
発
物
件
等
ヲ
産
業
ノ
用
途
ニ
供
セ
ン
ト
シ
テ
為
サ
レ
タ
ル
場
合
ノ
外
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
項
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ガ
当
該
爆
発
物
件
等
ノ
引
揚
又
ハ
解
撤
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
海
上
保
安
庁
長
官
ノ
定
ム
ル
方
法
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
五
条
　
本
令
ニ
依
ル
制
限
若
ハ
禁
止
又
ハ
命
令
ニ
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
若
ハ
禁
錮
又
ハ
五
千
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

第
六
条
　
法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
法
人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
ガ
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
業
務
ニ
関
シ
本
令
又
ハ
本
令
ニ
基
ク
命
令
ニ
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
為
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
前
条
ノ

罰
金
刑
ヲ
科
ス

第
七
条
　
本
令
及
本
令
ニ
基
ク
命
令
中
船
舶
所
有
者
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
船
舶
共
有
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
船
舶
管
理
人
ニ
之
ヲ
適
用
ス

附
　
則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
八
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
五
日
法
律
第
七
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


